
京都市告示第７１７号 

 京都市京町家の保全及び継承に関する条例第１７条第１項の規定により、以下の所在地

にある京町家を重要京町家に指定しましたので、同条第３項の規定により次のとおり告示

します。 

  令和５年３月２４日 

京都市長 門川 大作   

 

 重要京町家の所在地 

所  在  地 

京都市北区紫野上柏野町１２番地の２及び１２番地の３ 

京都市北区紫野下築山町１５番地 

京都市北区出雲路俵町３５番地の１ 

京都市上京区上立売通浄福寺西入二丁目下る姥ケ榎木町８４８番地 

京都市上京区智恵光院通寺之内半丁下る新美濃部町１６７番地 

京都市上京区寺之内通大宮一丁西入下る聖天町５番地 

京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町三丁目６０７番地 

京都市上京区五辻通大宮西入五辻町８２番地 

京都市上京区黒門通中立売上る飛弾殿町１７０番地の１ 

京都市上京区大宮通一条下る東側庇町１８７番地の１４、１８７番地の１５及び

１８７番地の１６ 

京都市上京区松屋町通椹木町上る二町目６３５番地 

京都市上京区竹屋町通千本東入主税町１１２５番地及び同区下立売通千本東入下

る中務町９３６番地 

京都市中京区夷川通油小路東入東夷川町６２８番地 

京都市中京区西洞院通姉小路下る姉西洞院町５４７番地の１ 

京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町４９７番地の１及び４９８番地の１ 

京都市中京区西ノ京池ノ内町１９番地の２ 

京都市中京区壬生松原町９番地の１ 

京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋一丁目２１９番地 



所  在  地 

京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋四丁目３０４番地の２ 

京都市東山区松原通清水寺門前清水一丁目２８７番地の２７ 

京都市下京区高辻通大宮西入坊門町８３５番地の１（一部） 

京都市下京区油小路通綾小路下る風早町５８７番地 

京都市下京区高辻通西洞院東入下る菊屋町７４２番地 

京都市下京区富小路通綾小路下る塗師屋町８９番地（一部） 

京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町１８４番地及び１８５番地 

京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４３番地 

京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町２３番地 

京都市下京区朱雀北ノ口町２７番地 

京都市下京区西七条南衣田町１番地の１及び２番地 

京都市右京区嵯峨野宮ノ元町３番地の１ 

京都市右京区山ノ内中畑町５０番地の１及び５１番地の１ 

京都市右京区山ノ内北ノ口町８番地の２ 

京都市右京区西京極河原町２番地 

京都市右京区西京極河原町５番地 

京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町１７番地 

京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町２６番地の１（一部） 

京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町４８番地の２（一部） 

京都市右京区嵯峨天龍寺造路町１９番地の４ 

京都市右京区嵯峨天龍寺造路町２０番地の２４ 

京都市右京区御室小松野町２８番地の1（一部） 

京都市右京区谷口園町１９番地及び２０番地 

京都市西京区樫原宇治井町１番地及び２番地 

京都市伏見区丹波橋町８９５番地 

京都市伏見区京町二丁目２３５番地 

京都市伏見区深草稲荷榎木橋町９番地 

 



所  在  地 

京都市伏見区深草直違橋七丁目２５７番地及び２５８番地 

（都市計画局まち再生・創造推進室） 


